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～第７編 地方宗務機関・

教区・組・紛議調停・査察～ 

 

教区制 
〈１９９１年６月２９日条例公示第８号〉 

改正 ①１９９７年６月１３日条例公示９  

②２０００年６月２７日条例公示４  

③２００５年６月２８日条例公示１０ 

④２００５年６月２８日条例公示１１ 

⑤２００９年６月２９日条例公示５  

⑥２０１８年６月２５日条例公示３  

⑦２０２０年６月２５日条例公示１  

⑧２０２１年６月３０日条例公示１  

⑨２０２２年６月２８日条例公示１  

⑩２０２３年６月３０日条例公示１  

 

第１章 教区の宗務執行機関 

（教区の運営） 

第１条 教区は、宗務執行の方針に則り、地方の

特性に適応して、宗門の発展に寄与するために

教学振興と教化推進を図り、常に同朋の公議公

論に基づいて運営されなければならない。 

（教区の名称） 

第１条の２ 教区の名称は、別表のとおりとする。 

（教務所長の職務） 

第２条 教務所長は、教区の宗務を執行するため、

教務所を統轄し、次の事務を掌理する。 

（１）教化及び学事に関する事項 

（２）同朋の会に関する事項 

（３）儀式に関する事項 

（４）公益事業に関する事項 

（５）寺院、教会その他の所属団体に関する事項 

（６）僧侶、門徒及び寺族に関する事項 

（７）本派の選挙に関する事項 

（８）相続講に関する事項 

（９）懇志の奨励に関する事項 

（10）共済に関する事項 

（11）財務に関する事項 

（12）賞罰及び風紀、秩序の維持に関する事項 

（13）教区会及び教区門徒会に関する事項 

（14）組に関する事項 

（15）教区の施設に関する事項 

（16）渉外に関する事項 

（17）教務支所に関する事項 

（18）その他必要な事項 

（教区費の賦課徴収） 

第３条 教務所長は、教区会及び教区門徒会の議

決を経て、教区内の寺院、教会その他の所属団

体に対して、教区に必要な経費を賦課徴収する

ことができる。 

（教区の経費） 

第４条 教区の経費は、前条の教区費及び交付金

その他をもってこれに充てる。 

２ 前項の交付金は、教区交付金といい、教化交

付金と奨励交付金に区分し、内局が年度ごとに

交付率を定めて交付する。 

（会計年度） 

第５条 教区の会計年度は、会計条例（１９８８年条

例公示第１号）第３条による。 

（予算の議決及び予備費） 

第６条 教務所長は、教区の会計の歳入歳出の予

算を編成し、教区会及び教区門徒会に提出して、

その議決を得なければならない。 

２ 予算中に予備費を設け、教務所長の責任でこ

れを支出することができる。 

（補正予算） 

第７条 教務所長は、教区会及び教区門徒会の議

決を経て、予算の補正をすることができる。 

（決算の承認） 

第８条 教務所長は、予算と同時に、過年度の歳

入歳出決算を監事の監査を経て教区会及び教区

門徒会に提出して、その承認を求めなければな

らない。 

第２章 教区の議決機関 

第１節 通則 

（教区会及び教区門徒会） 

第９条 教区の宗務の適正な運営をはかるため、

教区に教区会及び教区門徒会を置く。 

（付議事項） 

第１０条 教務所長は、次に掲げる事項を教区会

及び教区門徒会に付議しなければならない。 

（１）教化及び学事の振興に関する事項 

（２）教区の施設に関する事項 

（３）教区費の賦課徴収に関する事項 

（４）懇志の奨励に関する事項 

（５）組への交付金に関する事項 

（６）その他必要な事項 

２ 教区会及び教区門徒会は、宗務総長の承認を

得て、宗門維持のための懇志金勧募について、

必要と認める方法を議決することができる。 

３ 前項の議決については、宗務総長の承認を得

なければならない。 

（案件の提案） 

第１１条 教区会議員又は教区門徒会員は、それ
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ぞれ教区会議員又は教区門徒会員３人以上の賛

成を得て、案件を提案することができる。 

（招集） 

第１２条 教区会及び教区門徒会は、毎年１回教

務所長がこれを招集する。 

２ 教務所長は、特に必要と認めたときは、臨時

会を招集することができる。ただし、この場合

の議案は、教務所長が提出したものに限る。 

（会期） 

第１３条 教区会及び教区門徒会の会期は、それ

ぞれ３日以内とする。ただし、臨時会において

は、２日以内とする。 

２ 前項の会期は、必要によって延長することが

できる。 

（招集の発令） 

第１４条 教区会及び教区門徒会の通常会の招集

は、期日を定めて、少なくとも１０日前にこれ

を発令しなければならない。ただし、臨時会の

招集は、その期間を７日前までに短縮すること

ができる。 

（合同協議会） 

第１５条 教区会及び教区門徒会の議決が異なっ

たときは、教区会参事会（以下「参事会」とい

う。）及び教区門徒会常任委員会（以下「常任

委員会」という。）による合同協議会（以下「協

議会」という。）の議に付するものとし、協議

会の議決を教区会及び教区門徒会の議決とみな

す。 

２ 協議会は、教務所長が招集する。 

３ 協議会に座長を置き、協議会を構成する者（以

下「協議会員」という。）で互選する。 

４ 協議会は、参事会及び常任委員会を構成する

者のそれぞれ半数以上が出席しなければ、議事

を開き議決することができない。 

５ 協議会の議事は、出席協議会員の過半数でこ

れを決し、可否同数のときは、座長がこれを決

する。 

（議決事項の告示及び報告） 

第１６条 教区会及び教区門徒会で議決した事項

については、教務所長がこれを告示し、併せて

宗務総長に報告しなければならない。 

（議決事項の遵守） 

第１７条 教区会及び教区門徒会で議決した事項

については、教区内の寺院及び教会並びに僧侶

及び門徒は、これを履行し若しくは遵守しなけ

ればならない。 

２ 参事会及び常任委員会で議決した事項につい

ても、前項と同様とする。 

第２節 教区会 

（組織） 

第１８条 教区会は、教区会議員でこれを組織する。 

（教区会議員） 

第１９条 教区会議員は、教区内における組長（以

下「組長議員」という。）及び選挙による者（以

下「選出議員」という。）の２つとする。 

（選出議員の定数） 

第２０条 選出議員の定数は、その教区における

寺院及び教会の数が１００までは５人とし、１

０１から４００まではその数が３０を加える毎

に１人宛を増加し、４０１からはその数が５０

を加える毎に更に１人宛を増加するものとする。 

（選出議員の選挙） 

第２１条 選出議員の選挙に関する事項は、教区

会議員選挙条例による。 

（任期） 

第２２条 選出議員の任期は、総選挙の日から３

年とする。 

２ 補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 組長議員の任期は、組長の在任中とする。 

（失職） 

第２３条 教区会議員は、被選挙資格を失ったと

きは、その職を失う。 

（委任） 

第２４条 教区会は、その権限に属する事項を、

参事会に委任することができる。 

（建議） 

第２５条 教区会は、教区内の教学施設について、

宗務総長及び教務所長に建議することができる。 

（諮問） 

第２６条 教区会は、宗務総長又は教務所長の諮問

があるときは、意見を答申しなければならない。 

（議長及び副議長） 

第２７条 教区会に議長及び副議長各１人を置き、

議員の中からこれを互選する。 

２ 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。 

（議長の職務権限） 

第２８条 議長は、教区会の秩序を保持し、議事

を整理し、教区会を代表する。 

（職務代理及び仮議長） 

第２９条 議長に事故があるときは、副議長がそ

の職務を代理する。 

２ 議長及び副議長にともに事故があるときは、

仮議長を互選する。 

（説明員） 

第３０条 教務所長、次長、主事、主事補、主計

及び教務所長の委任を受けた者は、会議に出席

して説明をすることができる。 

（開会及び閉会） 
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第３１条 教区会の開会及び閉会は、教務所長が

これを行う。 

（席次） 

第３２条 議員の席次は、通常会の初めに抽せん

でこれを定める。 

（定足数及び表決） 

第３３条 教区会は、議員の半数以上が出席しな

ければ、会議を開くことができない。 

２ 教区会の議事は、出席議員の過半数でこれを

決め、可否同数のときは、議長がこれを決める。 

（傍聴・秘密会） 

第３４条 教区会の会議は、議長の承認を得た者

に限って傍聴することができる。 

２ 教務所長の要求があったとき、又は会議で議

決したときは、秘密会とすることができる。 

（会議の停止） 

第３５条 教区会の議事で、宗憲その他の諸規則

に違反し、宗会の議決に悖り、又は本派の施策

に反すると認めたときは、教務所長は、会議を

停止し、宗務総長に具状してその指揮を請わな

ければならない。 

（発言の取消及び退場） 

第３６条 会議中に、違法の所為をなし、その他

議場の秩序を紊し、又は不穏当にわたる言動を

する議員があるときは、議長は、制止し、又は

発言を取消させることができる。 

２ 議長の命に従わないときは、退場させ、又は

議場に諮って相当の懲戒を加えることができる。 

（傍聴人の退場命令） 

第３７条 傍聴人で会議の妨害をする者があるとき

は、議長は、これに退場を命ずることができる。 

（議事細則） 

第３８条 教区会は、議事細則を定め、教務所長

の承認を得てこれを施行することができる。 

（書記） 

第３９条 教区会に書記若干人を置き、教務所長

が所属役員の中からこれを任命する。 

（議事録） 

第４０条 教区会は、議事録を作成しなければな

らない。 

２ 議事録には、出欠議員の氏名及び会議に関す

る主要な事項を記載して、議長は、署名委員２

人と共に、これに連署しなければならない。 

（報告） 

第４１条 教区会で議決した事項は、議長がこれ

を教務所長に報告しなければならない。 

第３節 教区会参事会 

（設置） 

第４２条 教区会に参事会を置くことができる。 

（組織） 

第４３条 参事会は、教区会参事会員（以下「参事

会員」という。）で組織し、教区会議長・副議長

及び教区会において互選した者がこれに当る。 

（定数） 

第４４条 教区会において互選すべき参事会員

（以下「選出参事会員」という。）の数は、教

区内の寺院及び教会数が３００に満たないもの

は、５人以内、３００以上のものは、７人以内

とする。 

２ 選出参事会員に補充員２人を置き、教区会に

おいて互選した者がこれに当たる。 

（任期） 

第４５条 参事会員の任期は、教区会議員の任期

による。 

第４６条 参事会員は、任期が満了しても、後任

者が就任するまで在任する。 

（議長及び副議長） 

第４７条 参事会の議長及び副議長は、教区会の

議長及び副議長がこれに当たる。 

（付議事項） 

第４８条 参事会には、次の事項を付議する。 

（１）教区会から委任を受けた事項 

（２）教区会の議決を経るいとまのない臨時緊急

の事項 

（３）その他教務所長が必要と認めた事項 

２ 前項の議決は、次の教区会に報告しなければ

ならない。 

（招集） 

第４９条 参事会は、会期を定めて、教務所長が

これを招集する。 

２ 参事会員の半数以上の要求があるときは、教

務所長は、参事会を招集しなければならない。 

（参事会に関する準用規定） 

第５０条 第３３条から第４１条までの規定は、

参事会にもこれを準用する。 

（参事会員の報告） 

第５１条 教務所長は、選出参事会員が定まった

とき又はその異動があったときは、遅滞なくそ

の氏名を宗務総長に報告しなければならない。 

第４節 教区門徒会 

（組織） 

第５２条 教区門徒会は、組門徒会において組門

徒会員の中から互選された教区門徒会員で組織

する。 

２ 前項の会員の数は、当該教区の組の数の２倍

を超えないものとする。 

３ 教務所長は、組の区域及び寺院及び教会の数

を勘案して、各組門徒会において互選すべき教
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区門徒会員の定数を定めなければならない。こ

の場合ひとつの組門徒会について３人を超えな

いものとする。 

（組織に関する特例） 

第５３条 特別の事情のある教区で、前条の規定

によることができないときは、宗務総長の許可

を受けて、教区門徒会の組織及びその定数につ

いて別に定めることができる。 

（教区門徒会員証の交付） 

第５４条 教区門徒会員には、教務所長が教区門

徒会員証を交付する。 

（規約） 

第５５条 教区門徒会は、その定数及び運営の方

法その他必要な事項について規約を定め、宗務

総長の承認を得なければならない。 

（資格を有しない者） 

第５６条 次の各号に掲げる者は、教区門徒会員

となることができない。 

（１）未成年者 

（２）条例で宗務役員又は準宗務役員と定められ

た役職にある者 

（３）破産手続開始の決定を受け復権を得ない者

又は破産の宣告を受け復権を得ない者 

（４）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わる

までの者又は執行を受けることがなくなるまで

の者 

（地位の失効） 

第５７条 教区門徒会員は、組門徒会員でなくな

ったときは、その地位を失う。 

２ 教区門徒会員は、門徒たるの本分に悖り、又

は教区門徒会の品位を失墜する行為により、教

区門徒会において不適任と決定されたときは、

会員の地位を失う。 

３ 教区門徒会が前項の決定をしようとするとき

は、出席会員の４分の３以上の多数で決めなけ

ればならない。 

（任期） 

第５８条 教区門徒会員の任期は、３年とする。 

２ 補欠による教区門徒会員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

（役員） 

第５９条 教区門徒会に教区門徒会員の互選によ

り、次の役員を置く。 

（１）会 長 

（２）副会長 １人 

（３）常任委員 当該教区の選出参事会員の数 

２ 会長は、会議の議長となり、議事を整理し、

教区門徒会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある

ときは、その職務を代理する。 

４ 常任委員は、会長及び副会長とともに常任委

員会を組織し、この条例に定める事項を行う。 

５ 常任委員に補充員２人を置き、教区門徒会に

おいて互選した者がこれに当たる。 

６ 第１項の役員の任期は、教区門徒会員の任期

による。ただし、役員の任期が満了しても、後

任者が就任するまで、常任委員会に属する事項

を行う。 

（教区門徒会員の選定期間） 

第６０条 第５２条第１項の規定による教区門徒

会員の選定は、新たに選定された組門徒会員の

任期が始まる日から教区門徒会員の任期が満了

する日の前５日までの間にこれを行わなければ

ならない。この場合、組長は、遅滞なくその結

果を教務所長に報告しなければならない。 

（名簿の作成及び報告） 

第６１条 教務所長は、教区門徒会員及び第５９

条第１項の役員の名簿を作成し、宗務総長に報

告しなければならない。 

２ 教務所長は、前項の名簿に異動があったとき

もまた同様とする。 

（常任委員会への委任） 

第６２条 教区門徒会は、その権限に属する事項

を常任委員会に委任することができる。 

（準用規定） 

第６３条 第２５条及び第３０条から第４１条ま

での規定は、教区門徒会にこれを準用する。 

第５節 教区門徒会常任委員会 

（設置） 

第６４条 教区門徒会に常任委員会を置く。 

（座長） 

第６５条 常任委員会の座長は、教区門徒会の会

長がこれに当たる。 

（常任委員会に関する準用規定） 

第６６条 第４８条から第５０条までの規定は、

常任委員会にこれを準用する。 

第３章 監事 

（監事） 

第６７条 教区に監事２人を置く。 

２ 監事は、教区内の住職又は教会主管者の中か

ら教区会参事会が推薦した者１人及び組門徒会

員の中から教区門徒会常任委員会が推薦した者

１人とする。 

（任期） 

第６８条 教区会参事会が推薦した監事の任期は、

教区会議員の任期に準じ、教区門徒会常任委員

会が推薦した監事の任期は、教区門徒会員の任

期に準ずる。ただし、再任を妨げない。 
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２ 補充による監事の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（任務） 

第６９条 監事は、毎年教区の会計の歳入及び歳

出の決算を監査し、教区会及び教区門徒会に報

告する。 

第４章 教区教化委員会 

（設置） 

第７０条 教化基本条例（１９８５年条例公示第

４号）第６条第２項に基づき、教化に関する企

画、研鑚、その他必要な事業を行うため、各教

区に教区教化委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（組織） 

第７１条 委員会は、教区教化委員長（以下「委

員長」という。）及び教区教化委員（以下「委

員」という。）若干人で組織する。 

２ 委員は、教務所長がこれを委嘱する。 

（委員長） 

第７２条 委員長は、教務所長がこれに当たり、

会務を統理する。 

２ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじ

め指名した委員がその職務を代理する。 

（委員の任期） 

第７３条 委員の任期は、３年とする。ただし、

補充による委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

（会議） 

第７４条 委員会は、委員長が招集し、毎年１回

以上これを開く。 

２ 委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席

がなければ、会議を開き、議決することができ

ない。 

３ 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決

し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。 

（施行細則） 

第７５条 委員会を運営するために必要な事項は、

教務所長が教区会及び教区門徒会の議決を経、

宗務総長の承認を得て定める。 

（達令への委任） 

第７６条 この条例を施行するために必要な事項

は、達令でこれを定める。 

附 則 

１ この条例は、１９９１年７月１日から施行する。 

２ １９９１年６月３０日現在、定めていた教区

の区域は、この条例によるものとみなす。 

３ １９９１年６月３０日現在、存在した教区会

及び教区門徒会並びに教区会参事会及び教区門

徒会常任委員会は、この条例による教区会及び

教区門徒会並びに教区会参事会及び教区門徒会

常任委員会とみなす。 

４ １９９１年６月３０日現在、在職していた教

区会議員、教区会議長及び副議長、教区会参事

会員並びに教区門徒会員、教区門徒会長及び副

会長、教区門徒会常任委員並びに教区の監事は、

この条例による教区会議員、教区会議長及び副

議長、教区会参事会員並びに教区門徒会員、教

区門徒会長及び副会長、教区門徒会常任委員並

びに教区の監事とそれぞれみなし、その任期は、

それぞれ従前就任の日から起算するものとする。 

５ １９９１年６月３０日現在、教務所長の承認

を得て施行していた教区会の議事細則は、この

条例による教区会の議事細則とみなす。 

６ １９９１年６月３０日現在、宗務総長の承認

を得て施行していた教区門徒会の規約は、この

条例による教区門徒会の規約とみなす。 

７ 教務所長は、特に必要と認めたときは、当分

の間、第５２条第１項に規定する教区門徒会員

のほか、教区内の門徒の中から、教区門徒会に

はかって教区門徒会員を選定することができる。

この場合の教区門徒会員の任期は、その選定の

日にかかわらず、第５２条第１項による教区門

徒会員の任期の起算の日からこれを起算する。 

８ 参議会議員選挙条例（１９８２年条例公示第

３号）第８条第２項中「教区制第１３条ただし

書」を「教区制第１４条ただし書」に改める。 

附 則（１９９７年６月１３日条例公示第９号）抄  

 この条例は、１９９７年７月１日から施行する。 

附 則（２０００年６月２７日条例公示第４号）  

 この条例は、公示の日から施行する。 

附 則（２００５年６月２８日条例公示第１０号）抄  

１ この条例は、２００５年７月１日から施行する。 

２ ２００５年６月３０日現在、宗務総長の承認

を得て施行していた各教区の教区教化委員会規

程及び教務所長の承認を得て施行していた各組

の組教化委員会規程は、この条例による教区教

化委員会規程及び組教化委員会規程とみなす。 

３ この条例施行の際、現に教区教化委員会及び

組教化委員会の委員長及び委員である者は、そ

れぞれこの条例による教区教化委員会及び組教

化委員会の委員長及び委員とみなす。 

附 則（２００５年６月２８日条例公示第１１号）抄  

 この条例は、２００５年７月１日から施行する。 

附 則（２００９年６月２９日条例公示第５号）  

 この条例は、公示の日から施行する。 

附 則（２０１８年６月２５日条例公示第３号）抄  

 この条例は、２０１８年７月１日から施行する。 
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附 則（２０２０年６月２５日条例公示第１号）抄  

１ この条例は、２０２０年７月１日から施行する。 

２ この条例施行の際、従前の規定による教区は、

この条例に定める教区とする。ただし、従前の

規定による高山教区及び岐阜教区は、この条例

に定める岐阜高山教区とし、従前の規定による

日豊教区、久留米教区、長崎教区、熊本教区及

び鹿児島教区は、この条例に定める九州教区と

する。 

附 則（２０２１年６月３０日条例公示第１号）抄 

 この条例は、公示の日から施行する。 

附 則（２０２２年６月２８日条例公示第１号）抄  

１ この条例は、２０２２年７月１日から施行する。 

２ この条例施行の際、従前の規定による奥羽教

区、山形教区及び仙台教区は、この条例に定め

る東北教区とする。 

附 則（２０２３年６月３０日条例公示第１号）抄 

１ この条例は、２０２３年７月１日から施行する。 

２ この条例施行の際、従前の規定による三条教

区、高田教区はこの条例に定める新潟教区とし、

富山教区、高岡教区はこの条例に定める富山教

区とし、小松教区、大聖寺教区はこの条例に定

める小松大聖寺教区とする。 

 

別表 教区の名称 

北海道教区 大垣教区 

東北教区 岡崎教区 

東京教区 名古屋教区 

新潟教区 三重教区 

富山教区 長浜教区 

能登教区 京都教区 

金沢教区 大阪教区 

小松大聖寺教区 山陽教区 

福井教区 四国教区 

岐阜高山教区 九州教区 
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